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開会 午後１時00分 

 

○議長（永並 啓君） 

  皆さん、こんにちは。 

  ただいまの出席議員は11名であります。 

  定足数に達しておりますので、令和６年

豊能町議会６月会議を開会いたします。 

  ６月会議に当たりまして町長より挨拶が

ございます。 

  上浦登町長。 

○町長（上浦 登君） 

  皆さん、こんにちは。 

  本日、６月会議開会に当たりまして、議

員の皆様にはお忙しい中御参集賜りまして

誠にありがとうございます。 

  さて、本日は議案といたしまして工事請

負契約及び動産の取得の件を提案させてい

ただいております。内容といたしましては、

今、進めております西地区の小中一貫校の

改修工事、これに係ります請負契約、それ

から消防団の消防ポンプ自動車取得といっ

た内容でございます。つきましては、慎重

に御審議をいただき御決定賜りますようお

願い申し上げまして、簡単ではございます

が開会に当たりましての御挨拶とさせてい

ただきます。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（永並 啓君） 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はお手元に配付のとおり

でございます。 

  なお、６月会議の会議期間は本日一日と

いたします。 

  日程第１「会議録署名議員の指名」を行

います。 

  本会の会議録署名議員は、会議規則第123

条の規定により、６番・管野英美子議員及

び７番・永谷幸弘議員を指名いたします。 

  日程第２「第34号議案 工事請負契約の

締結について」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  それでは、第34号議案、工事請負契約の

締結について御説明申し上げます。 

  議案書の３ページをお開きください。 

  本件は、西地区小中一貫校施設改修工事

（その１）請負契約の締結について、当該

契約が議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例第２条に規定

する契約であることから、地方自治法第96

条第１項第５号の規定により議会の議決を

求めるものでございます。 

  それでは４ページを御覧ください。 

  １．契約の目的、西地区小中一貫校施設

改修工事（その１）でございます。 

  ２．契約金額、28億6,000万円。 

  ３．契約の相手方、大阪府大阪市淀川区

野中北二丁目11番15号、コーナン建設株式

会社、代表取締役原眞一。 

  ４．契約の方法、制限付き一般競争入札

でございます。 

  なお、本件の応札者は２者、予定価格は

消費税込みで 29億 3,920万円、落札率は

97.3％でございます。工期は議会の議決の

日の翌日から令和８年３月31日まででござ

います。 

  説明は以上でございます。よろしく御審

議いただき御決定賜りますようよろしくお

願い申し上げます。 

○議長（永並 啓君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  こんにちは。６番・管野英美子でござい

ます。 

  ２点質問をさせていただきます。 

  ホームページを見ました。とてもすてき

な作品がたくさん出ています。でも今回の
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豊能町の工事は新築ではなく改修工事です。

どのような実績があるのでしょうか。文化

施設に二つ、大きなリノベーションとあり

ますが、それをお答えください。 

  もう１点は、定期診断があると思います

が、これは何年保証ですか。以上、２点お

願いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  まず１点目の実績でございますが、今回、

改修ということでございまして、１件、大

阪府立吹田東高等学校校舎棟改築工事の実

績がございます。これは工期としては平成

29年11月９日から令和元年７月26日までの

実績がございます。あと学校の実績がござ

いますが、これは大阪市中央区の学校でご

ざいます。開平小学校増築その他工事とい

うことで、契約工期は令和２年の２月28日

から令和４年の３月31日まで、このような

実績がコーナン建設の実績でございます。 

  あと保証なんですが、瑕疵担保のことだ

と理解しておりますが、これにつきまして

は、例えば引渡し後２年以内で、例えば仕

様不適格という指摘がございましたら、そ

れは瑕疵担保保証ございます。あと、躯体

に係るような重要なものと理解しておりま

すが、それについては10年の保証は瑕疵担

保保証契約でうたっております。以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  ２回目の質問をさせていただきます。 

  大阪府立吹田東高校、今、ホームページ

を、改修工事のところを見てきましたけど

も、とてもすてきなものになっています。

こちらも新築そっくりさんでなってほしい

なと、これは要望しておきます。 

  それから保証のことなんですけれど、ホ

ームページを見ましたら防水10年、仕上げ

２年とありますが、このとおりにできるん

でしょうか。新築なら50年、60年もつけれ

ども、今回の改修は30年もたせる、そうい

うふうに聞いていますが、途中でどのよう

にメンテナンスをしていくのか。ちょっと

ここの議案とは関係ないかもしれませんが、

どのように大切に使っていくのかお聞かせ

いただきます。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  こんにちは。 

  今回の契約は工事のみの契約でありまし

て、その後のメンテナンス等々は含まれて

おりません。先ほど管野議員おっしゃった

ように、例えば屋上防水工事であれば10年

の保証期間というのがあるのが一般的でご

ざいます。国におきましても公共施設全体

の考え方として予防保全的に改修を進めて

いくようにっていう、そういった指導も行

われております。今回、整備する西地区の

義務教育学校校舎におきましても今後定期

的なメンテナンスを行い、予防保全的な管

理を行っていきたいと思います。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  ３回目の質問をさせていただきます。 

  豊能町の公共施設の整備というのは、本

当に外観を、ちょっと壁を塗り替えたり屋

根をやり替えたり、私たちのおうちでも10

年、15年で一度外壁を塗ったりするんです

けれども、それをほったらかしにしていた

のではないかなと思うんです。今後の豊能

町の姿勢をお聞かせいただきたいんですけ
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れども、光風台小学校は耐震補強のときに

外壁を塗りました。だから今もまあまあき

れいです。Ａ棟、Ｂ棟やってＣ棟が汚くな

ったのでＣ棟も塗り替えたという実績があ

ります。ところが東ときわ台は耐震ができ

ていたので、ずっとほぼ40年間ほうりっ放

し。あそこはプロジェクションマッピング

をしているんでこのようにきれいには文字

が乗らない。本当に黄色く塗ってもらって

も乗らない。その一瞬のプロジェクション

マッピングのときなんですけども。今後こ

の校舎をどのように30年もたすかっていう

ことを町の姿勢として聞かせていただきた

いと思います。これで３回目の質問を終わ

ります。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

  全体的なお話ということで申し上げます。 

  これから公共施設再編という大きなもの

にも取り組んでまいりまして、今まで公共

施設とか学校施設をどう管理してきたのか

ということで申しますと、本当は定期的に

メンテナンスをやりながら、例えばおっし

ゃられるように屋根の改修とか、雨漏りし

てたらちゃんと防水しながらということで

使用していけば、もっと修繕費用も安く抑

えながらやっていけたのかなというところ

は我々反省すべき点であろうかと思います。

管理計画なんかをきっちり立てながらやっ

ていくっていうのが本来の施設の、公共施

設なり学校施設を管理していく本来の姿か

なと思っております。今回ちょっと改めて

仕切り直しというわけでもないんですけど、

学校施設もきれいにしていく、公共施設も

新たに再編していくということで、そこの

ところはきっちり管理計画を立てながら修

繕なり補修していく、そういうことででき

るだけ長く使用していけるような、そうい

うものにしていきたいなというふうに思っ

ております。よろしくお願いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  ほかに。 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  ２番・才脇明美です。 

  これは下請業者に町内業者は入っている

のでしょうか。 

  それと、これもし入っていないとすれば、

この入札方式なんですけど、工事発注の契

約前にそのような対応、文言を入れたりは

できないんでしょうか。例えば地元業者を

優先に下請発注をするという、例えばです

よ、そういうことはできないんでしょうか。

これなぜかと申しましたら、これはやっぱ

り地元業者の育成といいますか、企業努力

もしてほしいですからね、地元業者も。そ

ういった意味でちょっとお答えください。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  今回の学校の工事の入札については制限

付き一般競争入札で、額もやっぱり多額の

大きい工事になりますので、業者のランク

としてはＡランクの建築工事の業者を参加

資格という形で定めております。 

  議員御指摘の下請、町内業者の育成も兼

ねてという御質問やと思うんですけど、こ

れについては工事の規模とか工事の内容等

については、全てが別にＡランクの業者を

指名しているわけでもございませんので、

規模に応じて町内業者も指名に入れたりは

しておりますので、ただ、下請となります

とそういう条件をつけて入札をするという

ことになりますと、これは金額の問題ある
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いは参加に支障を来して競争性が失われる

とか、いわゆる町内業者と町外業者のその

競争性が損なわれることがかえって町内業

者の育成にもならないということも指摘が

ございますので、その辺も留意しながら検

討して、工事の発注については留意してい

きたいと思ってます。ただ、全てを一度に

まとめると確かに大きい工事になってしま

うので、例えば町内業者ができるものは例

えば分けて発注できるところはしていく努

力をするとか、その辺は庁内でもいろいろ

工事担当部署で努力できるところはあると

思いますので、その辺も踏まえながら対応

していきたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  例えば豊能町のランクは、業者のランク

は水道、電気、土木、建設ですね。Ｃラン

クと聞いております。そのＣランク、１社

だけ言ってるんじゃないですよ。電気屋、

水道屋、１社じゃないですよ。この業者も

あっちこっちから募ると思うんですよ。で

ないとできない、28億円の仕事は。それで

切磋琢磨して企業努力もするんじゃないか

なと考えているんです。１社だけじゃない

ですよ。人員不足なんですから。請負業者

も考えてあちこち募ると思うんですけど、

その中に優先して豊能町の地元業者も入れ

る要件をこの契約時に入れてはどうかなと

いう意見なんですけど。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

 今回は先月一般競争入札という形でやって

おりますが、そういう条件をつける、ある

いは価格だけではない要素になりますと、

例えば総合評価方式とか、例えばプロポー

ザル方式、そういうところもございます。

そういうところも含めてそういう視点でど

のようなやり方が本町にとって一番いいの

かどうかいうところも踏まえて、財政上の

問題もございますので、あまり条件をつけ

過ぎるとかえって応札する業者がなくなる

というところも、少なくなるというところ

もございますので、その辺は総合的に勘案

しながら対応していかないといけないと思

っております。 

○議長（永並 啓君） 

  ほかに。 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  秋元です。お願いします。 

  吉川中学校の件なんですけども、過去調

べたとき、改修に向けて調べたとき、アス

ベストが出てきたということで壁を取り払

ったりなんかするっていうことで、光風台

小学校のほうに生徒さん動いたっていう過

去のそういった動きあるんですけども、今

回の設計図を見させていただくと、要する

に壁は残したままですということなんです

けども、そこで質問なんですけども、聞く

ところによると発注者だけじゃなくて請負

業者のほうも工事に向けてはアスベストの

調査をする必要があるとなった場合、仮に

その結果がどのようになるかわからないけ

ど、いずれにしても、あそこの吉川中学校

のところにアスベストがあるってことは大

前提になってくるんですけど、調査の結果、

壁やらなんやら、あるいは床やらどこにあ

るかわかりませんけども、新たな工事が発

注するっていうことはあるのでしょうか。

これをまずお尋ねします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 
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  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  取りあえず発注前までに本町のほうでア

スベスト調査のほうさせていただいており

まして、その中で屋上あと外壁とか、あと

内壁等にアスベストがあるだろうというこ

とで調査結果が出ておりましたので、それ

に基づいて本町のほうでは発注しておると。

業者のほうは、また請負業者の業者のほう

はそれを踏まえ、もっと詳しく、全体で一

応出てきているものでいくと40か所ほどア

スベスト調査、それぞれの内壁でもいろい

ろありますので、天井なりいろいろありま

すので、その辺も含めて40か所調査をして、

あとアスベストだけじゃなくて化学物質以

外の、例えばホルムアルデヒドとかそうい

ったほうの調査も含めてやっていくという

ことで今回応札のほうされております。 

  それから、それに基づいてやっていきま

すので、本町が出てきた濃度というか、ア

スベストの量、それがそれ以上とかになれ

ばまた工事費にかかるその費用、あとその

発生の処理費用もかかってくるかと思って

おりますので、その調査次第で増額等は起

き得るということになります。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  前からアスベストはある程度わかってい

た。前回のときは二十何か所だったか、ち

ょっと忘れましたけど、アスベストが出て

きたから工事そのものも長引いてましたし、

結果的に町のほうとしては、今回の改修工

事に関しては壁とかそういうものを取り払

わないというのは確か大前提だったと思う

んですね。また今ここへ来て受注業者が調

べて、壁やら天井やら、そういったところ

に出てきたときは取り払う必要があるとい

う答弁だったと思うんですけども、仮にそ

うなった場合には新たな費用が出てくると

いう答弁で間違いないと思うんですよ。そ

うなると、この予算を通しても追加予算が

出てくるのかなっていう不安感と、それか

ら日程そのものがもう、後ろの、令和８年

の３月末にたしか工事の期間が決められた

と思います。これも延びていくんじゃない

かなと。改修工事そのものががらっと変わ

るんじゃないかなっていうふうな、ちょっ

とそういう危惧をもってますので、そこの

ところをもう一遍きちっと、期間は大丈夫

ですか、費用はどのぐらいかかりそうなの

かも、きちっとある面、御答弁願いたら助

かりますが、お願いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  ２点あったかと思います。工期の件とあ

と費用の件ですね。本日、承認いただいて

契約することになりまして、その後、業者

等は近いうちにすぐに協議のほうに入って、

施工計画なり出していただいて、工事のや

り方から、先ほどの調査の関係等について

まずは詰めていくことになることと思いま

す。ですので、まず工期のほうは当然令和

８年３月ですが２月ぐらいまでにはもう完

了しまして、あと検査等々もありますので、

１か月前には終わらせるような形で現在進

んでおるところです。アスベストの量につ

いてはある程度町のほうで測った段階で大

体これぐらい含まれておるだろうという見

込みの中で予算のほうの設計費用を出して

おりますので、大きな差は出てこないだろ

うとは思いますが、ただ、使われてる量が

本町が調査した量よりも例えば倍ぐらい増

えるとかになれば、また議会等で相談させ
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てもらうことになろうかと思います。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  前のアスベスト調査は決して町としては

通り一遍の調査ではなかったと思います。

ですよね。であるならばそのデータを元に、

今回は私は入札するのが前提じゃないかな

と。実はこういうデータが前に出てますと、

それでもなおかつ受けてくださいますかと、

この金額の中でというのが、私はそれがベ

ストじゃないかなと思うんですよね。これ

からまた相手の請負業者が調べてみて、そ

して、いやいや思った以上に多かったです、

それはわからないですよ、相手の言い分が

正しいかどうかも。そういうことを考える

と私はもうアスベストがあるという、前回

の調査をもった上で、こういうことになっ

てますけれども工事をしていただけますか

っていうのが町の姿勢じゃないかなと思う

んですが、実際こういうことは無理なんで

すか。非常にこのあとどんだけかかるか、

工事費が膨れ上がるかわからないって、ち

ょっとそういう不安感から聞いてますし、

できたら、前にちゃんと調べてるだけに、

そういうふうな契約の方法もあったんじゃ

ないかなと思いますが、私の言ってること

に無理があるでしょうか。３回目の質問で

終わらせていただきます。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  もう既に請負業者とは仮契約のほうを済

ませて、本日を迎えておるということです

けども、その仮契約、結局本契約と同じ内

容にはなっておるんですが、その契約書の

中に、条文の中に変更に関する条文もあり

まして、それについては、請負者と発注者

と協議の上決定するというふうになってお

りますので、発生してる量にもよるんだと

思います。それでも変更するのかそのまま

でいくのかっていうのは、そのときに協議

して決定するというふうになっております

ので、ちょっと現在、本日、しないとか、

そういうのはちょっとできないことにはな

っております。 

  通常の契約ではそういうことはできない

ことになっております。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  ほかに。 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  高尾でございます。 

  今、アスベストのことを質問されたんで

すけれども、大きな問題になって、中皮腫

とかそういう症状で本当に悩んでおられる

方も世間には多く聞いておりますが、今回

は壁に含まれたアスベストを封じ込めると

いう設定で工事をされるということですが、

この封じ込める工法、これについては大変

新しいやり方なのかなと思うんですが、こ

のコーナンという業者ですね。建設株式会

社は、こういうアスベストの処理的な工事

は経験されたところなのか、その点をお伺

いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  先ほど、このコーナン建設の実績の説明

の際に、近々、令和２年にも小学校の校舎

の改修工事を行っている旨の説明がありま

した。アスベストの工事につきましては、

先ほども申し上げましたが、工事の段階で
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アスベストの調査をするという必要があっ

て、これは法律に定められていることでご

ざいます。今回小学校の工事、その改修工

事を行った段階でも当然のことながらそう

いう形で調査をして、適切に工事が行われ

たものだと認識しております。今回につい

て、アスベストの工事ができるのかできな

いかという質問を直接ぶつけたわけではあ

りませんが、工事の実績から判断して、今

回の吉川中学校の工事におきましても、そ

ういったアスベストの工事についても適切

に行われるものであるというふうに認識を

しております。 

○議長（永並 啓君） 

  ほかに。 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  安全に工事をするいうことでは周辺の住

民説明また学校関係にも説明されると思う

んですけれども、この点の計画は、工事を

始めるいつ頃からされるのかどうかお聞き

いたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  今回の工事におきましては、本日の議会

で議決をいただきましたら本契約という形

になります。本格的なそういうスケジュー

ル、施工業者とのスケジュールの打合せと

いうのは、この本契約後から開始するとい

うことになりますので、現時点で私どもの

ほうが設計段階で想定しておりますのは、

７月ぐらいから仮設工事に入って８月ぐら

いには本格的な工事に入るのではないかな

と。これにつきましては今後、施工業者と

相談をしてまいりますが、適切な時期にお

いて、また住民の皆様に対しては、例えば

近隣の自治会であるとか近隣にお住まいの

方につきましては御説明であるとかチラシ

を配る等で周知を図っていきたいと思いま

す。 

○議長（永並 啓君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  もう１点確認いたします。 

  以前、一般質問で、改修されるときは太

陽光発電を一部設置できないかというよう

なことで質問しておりました。そのことに

ついて検討していくようなお話でしたが、

この工事の内容については太陽光発電の予

算は入っているのかどうか。お伺いいたし

ます。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  太陽光発電の設置につきましては検討し

てまいったところですが、最終的に予算と

工事費用の関係で、今回の工事につきまし

てはパネルの設置までは含まれておりませ

ん。ただ、太陽光のもし発電パネルが置か

れた場合の荷重等々も積算した上で増築棟

は設計をしておりますので、今後、費用対

効果も含めて、設置する必要があれば、別

途また予算措置をお願いした上で、設置な

ら設置という形で考えていきたいと思いま

す。 

○議長（永並 啓君） 

  ほかに。 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ７番・永谷です。 

  今回、入札参加業者は２者ということで

お聞きしました。あとそれで資料請求会社

は何者であったか、この点についてお聞き

いたします。 

  もう１点は28億6,000万円、税抜きで契約



 

 1－10 

されておりますけれども、それの内訳です

ね。工種別に内訳の金額をまずお願いいた

します。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  今回の資料請求は応札した２者含めてほ

か３者ございましたので、合計５者、資料

請求がございました。 

○議長（永並 啓君） 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  コーナン建設株式会社から応札された工

事内訳書をもとに、工事の内容について説

明させていただきます。 

  まず契約金額、税込みで28億6,000万円で

すが、その内訳としてまず直接工事費とし

て約21億9,800万円、諸経費が約4,200万円

ということで、トータル税抜き工事価格が

26億円に消費税を入れて28億6,000万円とな

ります。 

  次、直接工事費の内訳ですが、大きく三

つあります。建築工事、電気設備工事、機

械設備工事あります。まず建築工事が約17

億1,400万円、電気設備工事が約１億9,900

万円、機械設備工事が約２億8,500万円、ト

ータル直接工事費21億9,800万円となります。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  直接工事費、諸経費聞きましたけど、諸

経費の金額が聞き間違いですかね。4,200万

円というふうに聞いたんですけど、４億

2,000万円じゃないかなという気はします。

それと、確認したいということと、あと直

接工事が17億1,100万円ですので、この中に

当然建築工事等直接入ってると思うんです

けど、特に騒音、振動、あと粉じんですね。

そういったところの対策が物すごく大事か

なと思いまして、仮設費について、金額は

いいんですけれど、どのようなことを考え

ておられるのか。ちょっとまだ業者との直

接的なお話はされておりませんけれども、

町としての考え方をお伺いしたいと思いま

す。 

  あと地域の話ですけど、地域に対する話

なんですが、当然住宅街の中に工事場所が

ございますので、そんなところ地域に対し

てどういう説明を、説明会というかどうい

う方法かわかりませんけども、それについ

てどういう考えでされるのか、この点につ

いてお伺いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  失礼しました。諸経費もしかしたら、も

う一度言います。約４億200万円。 

  本町で考えている仮設費については、学

校の外周をまずフェンスで囲うもの、それ

から中にプラスアルファ、その前後にバリ

ケード等も含まれております。あと安全管

理として交通誘導員が一日２人ほどつけて

おります。それから、あと道路をダンプ等

が進入、重機等も入ってくるおそれがあり

ますので、町道の歩道部、府道も含めて、

敷鉄板を仮設としては見ておるところです。

それ以外につきましては、本日契約してか

ら業者と施工計画に関して打合せ入ってい

きますので、その中で確認していきたいと

考えております。あと地元等の説明等につ

きましては、先ほど仙波部長のほうからも

ありましたとおり、地元自治会、両自治会、
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光風台あと近隣でいくと東ときわ台になろ

うかと思いますので、その自治会、町を含

めてお話なりを考えておるところです。あ

とホームページ等も考えておりますし、近

隣の住宅には特にビラ等を配ることになろ

うかと考えております。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ３回目です。あと体育館につきましては、

これ済んでから後に出すという予定は聞い

ております。工事名称につきましては、今

回のこの改修工事（その１）ですけども、

（その２）という形の工事名称で出される

のかどうか、その確認と、あと実際にこの

契約のやり方なんですけども、どういう契

約をされるのか、その点について最後お伺

いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  体育館の工事につきましては、吉川中学

校という同一の敷地で行われる工事でござ

います。今回のような大規模な工事で同一

敷地内で別の業者が施工するということに

なりますと、各業者が例えばそれぞれの工

程を優先して工事を行うことなど、工事全

体の進捗として支障を及ぼす可能性がある

ために、基本的に同一の業者との契約を考

えております。契約の方法につきましては、

同一の敷地内で行われる工事ということで、

現在のところは契約変更という形で考えて

いるところでございます。 

○議長（永並 啓君） 

  ほかに質疑ございますか。 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  私が聞きたかった質問を永谷議員がされ

たんですけども、もうちょっと突っ込んで

聞きたいんですけども、私もこの改修工事

（その１）、これが（その２）、（その

３）、どこまで続くのか聞きたかったんで

すけど、まずそこからお伺いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  今回の工事につきましては（その１）と

いう形で、２番目、３番目があるような想

定の工事になっております。当初から体育

館のほうが別の形でまた契約しなければい

けないというところで、現在の校舎の工事

については（その１）というふうな考え方

でやったところです。今現在、この次の工

事をどういうふうにするかっていうのは、

先ほど永谷議員の答弁にお答えしましたと

おり変更契約という形で考えておるところ

なんですが、当初は変更契約にするべきで

あるか、若しくは別工事として（その２）

という形でするかというところをちょっと

十分検討をしておりまして、今回の工事は

（その１）というところになったところで

ございます。あとはこれからまだ最終的に

はまだ町長を含めて町としての全体の判断

をするところではあるところなんですが、

今のところ変更契約のほうがよいのではな

いかという検討をしているところでござい

ます。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  結局その体育館の費用が追加で発生する

よという説明だったと思います。その契約

の仕方が変更契約、契約変更いいますか、

そういった形が濃厚かなみたいな答弁やっ

たと思いますけども、その場合には（その
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２）ではなくて、この改修工事（その１）

の変更契約っていうふうなことになると考

えておいたらいいんですか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  もし変更契約という形になれば、議員お

っしゃるとおり、（その１）の変更契約と

いう形になります。 

○議長（永並 啓君） 

  ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（永並 啓君） 

  ないようでしたら質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（永並 啓君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  第34号議案は原案のとおり決することに

賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（永並 啓君） 

  起立全員であります。 

  よって第34号議案は原案のとおり可決さ

れました。 

  日程第３「第35号議案 動産の取得につ

いて」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  それでは第35号議案、動産の取得につい

て御説明申し上げます。 

  議案書の５ページをお開きください。 

  本件は消防団消防ポンプ自動車の取得に

ついて議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例第３条に規定

する動産の買入れに該当することから、地

方自治法第96条第１項第８号の規定により

議会の議決を求めるものでございます。 

  それでは６ページを御覧ください。 

  １．取得する動産、消防団消防ポンプ自

動車１台でございます。 

  ２．契約金額2,541万円。 

  ３．契約の相手方、大阪府大阪市住吉区

万代東一丁目５番22号、小川ポンプ工業株

式会社、代表取締役小河元。 

  契約の方法、指名競争入札でございます。 

  なお、本件の応札者は３者、予定価格は

消費税込みで2,577万3,931円、落札率は

98.6％でございます。納期は令和７年３月

31日でございます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますようよろしくお願いをい

たします。 

○議長（永並 啓君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  １番・池田です。まず、何年かおきに消

防車を更新されてると思いますけれども、

あと何台更新する予定なのかお伺いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  今のところあと１台購入予定でございま

す。 

○議長（永並 啓君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  あと、このポンプ車の大きさですね。小

さいサイズから大きいサイズまでいろいろ

あると思うんですけど、どれぐらいの大き

さのポンプ車を予定されているのでしょう

か。 



 

 1－13 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  購入予定の車両の大きさでございますが、

約５トン程度の車両を購入予定でございま

す。 

○議長（永並 啓君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  車体とその他装備込みで５トンというこ

とだと思うんですけれども、運転免許上、

普通免許では運転できないと思うんですけ

れども、その点どのように、今後、免許、

皆さん中型免許等を持っておられる方ばか

りじゃないと思うんですけれども、今後ど

のように考えておられるのか、最後の質問

ですけどお伺いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  今回のポンプ車は５トン程度ということ

で、準中型免許が必要になります。ただし

これは平成29年３月12日以前に取得されて

いる方は普通免許でも運転は可能というこ

とでございます。今回は切畑分団にこの車

両を配置する予定でございまして、団員、

現18名いらっしゃいますが、１名はちょっ

とまだ未調査なんですが、約17名が運転で

きるということは確認をとっております。

今後につきましても、この免許ですが、最

初から準中型免許を取得することも可能と

なっておりますので、そうした制度も拡大

に周知を図りながら免許の取得を促してい

ければと思っております。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  すみません。ちょっと説明が至らなくて

申し訳ございません。 

  免許の関係でございます。平成29年３月

12日以降では3.5トン未満の車両しか、ポン

プの重量ですね。ポンプ車は運転できない

ということになっておりますので、それ以

前に免許を取得しておられる方は５トンの

車両も運転は可能と。それ以降の方は3.5ト

ン未満でないと運転はできませんので、そ

の点については最初から、例えば準中型免

許を取得するということも可能でございま

すので、その辺の周知も図りながら啓発を

していきたいと思っております。 

○議長（永並 啓君） 

  ほかに。 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  この車両なんですけれども、耐用年数っ

ていうのがあると思うんですけれども、こ

れは何年ぐらい経過したポンプ車なんでし

ょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  耐用年数といいますか、ちょっとそこは

把握しておらないんですが、今の買替えの

車両につきまして約25年程度使用している

ものと聞いておりますので、その程度で耐

用年数がきているという判断をして買替え

をしているという状況でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 
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  2,500万円いうことで高額な車両なんです

が、これは町単費になるのか、国から補助

が出るのか、その点をお聞きいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  今回の消防車両の購入費につきましては

地方債の財政措置がございます。緊急防災

減災事業、ちょっと正式な名称忘れました

が、その財政措置がございまして、充当率

は100％、今年度の交付税措置率は70％、こ

のように聞いておりますので、そのような

財政措置があるという理解でおりますので

よろしくお願いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（永並 啓君） 

  ないようですので、質疑を終結いたしま

す。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（永並 啓君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  第35号議案は原案のとおり決することに

賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（永並 啓君） 

  起立全員であります。 

  よって、第35号議案は原案のとおり可決

されました。 

  以上で６月会議に付された事件は全て終

了いたしました。 

  お諮りいたします。 

  ６月会議は本日で閉会したいと思います。

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（永並 啓君） 

  異議なしと認めます。 

  よって６月会議は本日で閉会することに

決定いたしました。 

  これで本日の会議を閉じます。 

  ６月会議の閉会に当たり、町長から挨拶

がございます。 

  上浦登町長。 

○町長（上浦 登君） 

  それでは令和６年６月会議の閉会に当た

りまして、一言御挨拶を申し上げさせてい

ただきます。 

  議員の皆様におかれましては、今回の会

議に御提案をさせていただきました議案に

つきまして慎重に御審議いただき御決定賜

りましたこと、誠にありがとうございます。

お礼を申し上げる次第でございます。本日

いただきました議員の皆様からの御意見に

つきましては十分留意させていただき、し

っかりと取り組んでまいる所存でございま

すので、議員の皆様方におかれましては引

き続き御理解、御協力をいただきますよう

よろしくお願い申し上げます。 

  さて近畿地方の梅雨入りも６月の21日、

先週の金曜日にようやく梅雨入りをしたと

いうことで、平年より15日遅いというよう

なことでございます。このように遅いとき

は集中して雨が降ってくるというようなこ

とがあるようでございますので、私ども町

といたしましてもしっかりと大きく構えさ

せていただいて小さく収めるというような

ことをさせていただくというようなことで、

しっかりと準備を整えていきたいと思って

おりますので、よろしくお願いを申し上げ

ます。 

  最後になりましたが、議員の皆様におか

れましては時節柄くれぐれも御自愛いただ

きますようお願い申し上げまして、簡単で
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はございますが６月会議の閉会に当たりま

しての御挨拶とさせていただきます。あり

がとうございました。 

○議長（永並 啓君） 

  これをもって、令和６年豊能町議会６月

会議を閉じ、散会といたします。どうもお

疲れさまでした。 

 

散会 午後１時52分 
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本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

会議録署名議員の指名 

第34号議案 工事請負契約の締結について 

第35号議案 動産の取得について 
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    以上、会議の次第を記し、これを証するためここに署名する。 

 

 

 

    令和  年  月  日署名 

 

 

 

      豊能町議会 議  長 

 

      署 名 議 員   ６番 

 

        同     ７番 
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